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対人支援点描（27） 
「公認心理師の上位資格？？？」 

 

 

小林 茂（臨床心理士/牧師） 

 

 

はじめに． 

 Facebook でフレンド登録している方か

ら、「「認定専門公認心理師」と「認定専門

指導公認心理師」か、、、、…」という投稿

が届いた。 

 このような動きは、他の名称独占の国

家資格である社会福祉士、精神保健福祉

士の資格で同様のことが起こっていたた

め、ある程度は予想がついていた。それと

同時に、残念という気持ちが生じた。筆者

の内心には、「資質の向上」といった否定

もできず、もっともらしい理由でもって、

自らを上位の資質に値するという自負心

がある人たちが更新制度という集金シス

テムを作ろうとする胡散臭さを感じたの

だった。たぶん、こういうことを考える人

たちは、自分に立場があり、資質のある人

を選定できるという自信があり、自らが

選ばれる立場を想定していないのではな

いかと私は“斜に構えて”考えたのだ。 

 筆者自身は、国家資格自体は否定しな

いが、これとは関係なしに上位資格を設

けたりすることで、資質の向上が担保さ

れるのか疑念を持つ者である。そのよう

な思いから、改めてこの問題を考えてみ

たい。 

１．公認心理師の上位資格を作ろうとい

う動き 

 2018 年に公認心理師資格が誕生したわ

けであるが、資格ができてから翌年には、

すぐに上位資格の動きがあった。 

 以下は、MCメディカ社が運営する HP「こ

ころジョブ」記事の引用となるが、少し長

いが引用する。 

2019 年の日本心理臨床学会第 38 回大

会で、野島一彦先生から、公認心理師の上

位資格について、以下のようなことが語

られたという。（下線部は、筆者による。） 

 

＜引用＞ 

公認心理師をめぐる諸課題」 

 野島一彦先生（跡見学園女子大学）は、心

理職の国家資格化は実現されたが、資格の

「現実化」のために検討すべき課題として養成、

試験、研修、職能団体、職域拡大、政治連盟

を挙げた。 

◆公認心理師の専門性をどう維持するか 

臨床心理士資格は 5 年ごとの更新制だが、

公認心理師資格には更新制度がない。そこで、

専門性維持のため、いくつかの関連団体では

公認心理師の上位資格をつくり、それを更新

制にすることが検討されている。上位資格の
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種類は、「レベル別」「分野別」「業務別」「技法

別」などが考えられるが、単独の団体で上位

資格を設けて研修を行っていくのは難しいた

め複数の団体が合同で組織をつくり、協力す

る体制が必要だと提言した。 

◆公認心理師の職能団体  

公認心理師をめぐっては「一般社団法人  

日本公認心理師協会」「一般社団法人  公認

心理師の会」など複数の団体があることを指

摘し、「本来、職能団体は 1 つであることが望

ましい」と話した。心理職の職能団体として最

大規模である日本臨床心理士会や、地方組

織との関係についても言及した。 

◆公認心理師の職域拡大  

「公認心理師の資格を多くの人に付与した

ところで仕事があるのか」と心配する声が挙

がっていることに触れ、「現在の仕事から探す

だけでなく、新たな職域を拡大してほしい」と

述べた。 

たとえば産業・労働分野では、職場不適応

でうつになった場合、本人や家族が苦しむだ

けでなく、国家として支出する医療費は増え、

税収は減る。そのような観点からも、働く人の

心の健康の保持・増進は非常に意義があり、

公認心理師に期待しているとした。 

◆公認心理師の政治連盟の必要性  

公認心理師資格の社会的地位の向上のた

めには政治連盟を結成する必要があると野

島先生は述べた。心理学の分野から国会議

員として選出された人はおらず、「今ある学会

や団体ではない新しい組織をつくり、政治家

を動かしていくべき」と本資格の展望を示し

た。 

( 参 照 日 2021 年 8 月 7 日 。

https://cocoro-

job.jp/psychologist/1936/) 

 

 野島一彦先生は、複数の公認心理師学

習者向けの参考書のシリーズの監修者、

受験参考書の監修に名前を冠する著名な

心理学者であるが、世の中に公認心理師

有資格者が出てきた翌年には早くも、こ

のような提言をしてきたのであった。 

 ここで注目したいことは、いずれ臨床

心理士資格と取って代わるであろう公認

心理師資格にも、臨床心理師制度と同じ

ような更新制度を導入しようという意図

と、上位資格を作ろうという意図である。 

 

２．日本公認心理師協会と日本精神科病

院協会の動き 

 こうした背景もあって、具体的には、す

でに一般社団法人日本公認心理師協会と

公益財団法人日本精神科病院協会が公認

心理師の上位資格を設定する動きがある。 

 日本公認心理師協会は、国家資格であ

る公認心理師の上位資格として協会認定

の「認定専門公認心理師」と「認定専門指

導公認心理師」という資格を設けようと

している 

 日本精神科病院協会の方は、「日精協認

定公認心理師」「日本精神科医学会認定公

認心理師」という資格である。 

 それぞれの特徴を挙げるならば、日本

公認心理師協会による「認定専門公認心

理師」と「認定専門指導公認心理師」は、

民間団体である日本公認心理師協会が国

家資格である公認心理師でも臨床心理士

の更新制度と同じように運用するため、

公認心理師に同協会に入会していただき、

さらに民間資格の「認定専門公認心理師」

を取得し、その更新を認定指導する「認定

専門指導公認心理師」を設定する、という

ものである。従来の臨床心理士の更新制
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度とは異なるのは、臨床心理士の更新制

度が公益財団法人日本臨床心理士資格認

定協会によって行われていたということ

である。つまり、臨床心理士更新制度には、

上級臨床心理士など上位資格が臨床心理

士にあって更新に関与していたというシ

ステムではなかったわけである。話題を

戻すが、こうしてみると日本公認心理師

協会が形作る資格制度は、野島一彦先生

の提言を周到したものであるといえる。

つまり、更新制度の導入と上位資格の設

定である。 

 これに対し、日本精神科病院協会の「日

精協認定公認心理師」「日本精神科医学会

認定公認心理師」の資格は、同協会・同学

会が、認定精神科専門医、認定精神科看護

師、認定栄養士などを設けてきた延長に

あるものだといえる。精神科病院という

職域に対する質の担保という意味合いが

ある。これは上位資格というよりも、どち

らかというと領域の専門性を認定すると

いう意図であるといえるだろう。 

 このほか、一般社団法人日本認知・行動

療法学会が設定する認知行動療法師など、

従来からあるような、ある学派や技法の

認定資格などがある。こうした認定資格

も、今後累積的に増えていくものと考え

られる。 

 

３．更新制度のメリットとデメリット 

 更新制度や認定制度について、頭から

否定するつもりは筆者にはない。 

 何かしらの資格を取得することは、最

低限の知識の蓄積を保証し、職業的なア

イデンティティを作り上げ、これから業

務に携わるための出発点として大切なも

のである。 

 また、社会的信用ということで公的な

資格は、社会の人びとにとって確かな明

示となり、その業務に携わることの円滑

さを生む。加えて、国家資格であることは、

筆者の経験上、職場での業務分担の明確

化だけではなく、福祉現場であれば専門

職配置加算の対象となるなど職場でのメ

リットも大きい。さらに職場によっては

資格手当が認められるなどの個人に対す

る利益が認めらえることもある。 

 だが、資格があることが、すなわち能力

がある話とは別の話である。たとえば、運

転免許（この場合、「免許」であって「資

格」ではない。）などは更新制度があるが、

社会ではペーパードライバーもいて能力

が伴わない場合もある。また、運転免許に

は更新するためにポイントを稼ぐ必要は

ない。手続きさえすれば、ペーパードライ

バーでも更新は可能である。 

 資格を取得したのち、その資格に関係

する職務につき、その資格に沿った能力

を身につけていかなければならない。そ

うでなければ、資格を有していたとして

も運転免許のペーパードライバーの状態

と大差なくなってしまうのである。 

 また、資格を取得する知的・学習能力が

あることと、その資格に関係する仕事に

適性があることとは別問題であるといえ

る。そこには、その人の人となりが原因で

ある場合もあるし、たまたま領域や職場

環境が合わずに能力が適切に発揮できな

い可能性だってあるだろう。結果、資格に

沿った能力が持てないでいることがあり

うる。 

 最近の話題として、教員免許の更新制

度が廃止されることになった。廃止とな

った理由には、更新制度の弊害が明らか
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になったことや、研修内容が必ずしも教

員の資質を向上するテーマや科目と結び

ついていなかったこと、働く教員の現場

での負担などが挙げられる。 

 有資格者の継続的な学びや研鑽の必要

性は、大変重要なことであるし、推奨され

ることであると思う。 

 だが、制度を設定することで質が担保

されるというのは、本当だろうか。 

 せいぜいないよりはまし、という程度

の話ではないか。疑問が残る。 

 

４．別の問題点 

 そこで、改めて国家資格である公認心

理師の上位資格認定制度の問題を考えて

みたい。 

 ひとつは、国家資格をコントロールし

ようという職能団体の権威のあいまいさ

が挙げられる。今回の日本公認心理師協

会は、一応、公認心理師の職能団体を自称

し、公認心理師関連の職能団体として、多

くの公認心理師が入会し、規模において

も最大のものとなっている。だが、他に日

本心理学会のなかにも「公認心理師の会」

という別の職能団体もある。日本弁護士

会のように弁護士は半ば強制的に加入が

義務付けらっれている職能団体もあれば、

日本医師会のように任意加入の団体もあ

る。さらには、地方の職能団体もある。そ

ういうなかで、日本公認心理師協会は唯

一の権威機関となりうるのだろうか。同

時に、権威機関として認められるのだろ

うか。 

 そこで認められる「認定専門公認心理

師」と「認定専門指導公認心理師」とは、

公認心理師という名称独占の名前が入っ

ていたとしても、民間機関が独自に設定

した民間資格に過ぎないのではないか。

その民間資格に、どのような資質の保障

や担保が可能であるのか。臨床心理士の

資格を維持していることや臨床心理士の

資格を同時取得していることと変わりな

いのではないか。こうしたことを想い巡

らす。もしかしたら、日本公認心理師協会

のなかには、臨床心理士資格は将来消失

することを前提にし、その代わりのシス

テムを構想しているのではないかと考え

てもしまう。 

 また、この上位資格の話題が SNS など

で話題になった時に必ずといっても良い

ほど指摘されるのが新たな集金システム

ではないかという指摘である。臨床心理

士関連を統括する団体は、会員数の多さ

もあいまって大きな資金を有するように

なっている。また、パワーということでは、

そこで中心となって活動する心理士は、

善意であれ、地位や資金と共にすること

になる。これと同じような構造を創出し

ようとしているのではないかという批判

である。心理師は、聖人であることを求め

られているわけではないのだから、自分

の利益に対して公平公正であることは求

められていない。ふつうに労働者として

利益になるものに素直であることはいけ

ないことではない。しかし、批判する者の

胸の内には、そうした集金システムのな

かに否応なしに巻き込まれ、組み込まれ

ていくことへの抵抗感があるではないだ

ろうか。 

 

まとめ. 

 公認心裡師の上位資格の創設について

考察を述べてきたが、この問題は、資格取

得と能力、資質の保証という昔から問わ
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れてきた問題の延長にあるといえる。 

 だが、先行する社会福祉士や精神保健

福祉士、介護福祉士などにおいて、上位資

格を設けることで何が変わったといえる

だろうか。厳しいことをいえば、上位者に

なった有資格者の自尊心や満足以上のも

のがないのではないだろうか。 

 筆者は、上位資格を設ける制度では解

決しない問題と考える。 

 むしろ、学びや研鑽の継続はもちろん

であるが、スーパー・ヴァイズのシステム

をしっかり構築することや、技能的な認

定制度をもっと評価するシステムの方が

有効ではないかと考える。 

 また、福祉士関連の上位資格の設立に

至るまでには、そこまでに至る歴史があ

る。国家資格ができて間もない公認心理

師に上位資格を作るには、公認心理師の

実際の質の担保を評価するには時期尚早

ではないかと考える。 

 筆者のこうした疑念や危惧とは別に、

社会の動きは早く、現実は動いて行って

しまうが、本当に役立つシステムが作り

上げられていくように願うものである。 


